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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロックの解除により上昇位置から落下可能な可動体と、
　前記可動体を第１上昇位置でロック可能な第１ロック手段と、
　前記可動体を第１上昇位置とは異なる第２上昇位置でロック可能な第２ロック手段と、
　前記第１ロック手段と前記第２ロック手段とのロックを別々に解除可能な単一のロック
解除手段とを備えた
　ことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、近年、液晶表示手段の周辺部等に演出用の可動体を配置し
たものが主流となっている。この種の遊技機のうち、例えば特許文献１に記載のパチンコ
機では、よりインパクトのある可動演出を実現するべく、駆動手段の駆動により可動体を
下降位置から上昇位置まで持ち上げると共に、ロック手段により可動体をその上昇位置で
解除可能にロックしておき、所定のタイミングでロック手段によるロックを解除すること
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により、可動体を下降位置まで一気に自由落下させるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２４０７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような特許文献１に記載の可動体は、その動作が突発的であるが故に遊技者に大き
なインパクトを与えることができる一方、動作のバリエーションが乏しく、演出が単調に
なりがちであるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、上昇位置から落下可能な可動体を採
用しつつ、変化に富んだ演出が可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ロックの解除により上昇位置から落下可能な可動体と、前記可動体を第１上
昇位置でロック可能な第１ロック手段と、前記可動体を第１上昇位置とは異なる第２上昇
位置でロック可能な第２ロック手段と、前記第１ロック手段と前記第２ロック手段とのロ
ックを別々に解除可能な単一のロック解除手段とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、上昇位置から落下可能な可動体を採用しつつ、変化に富んだ演出が可
能なとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるパチンコ機の全体正面図である。
【図２】同パチンコ機の中央表示装置を構成する裏構造体の正面図である。
【図３】同パチンコ機の中央表示装置を構成する裏構造体の分解斜視図である。
【図４】同パチンコ機の右可動装置の分解斜視図である。
【図５】同パチンコ機の右可動装置の分解斜視図である。
【図６】同パチンコ機の第１，第２可動体と移動体の斜視図である。
【図７】同パチンコ機の右可動装置の正面断面図である。
【図８】同パチンコ機の右可動装置の平面断面図である。
【図９】同パチンコ機の右可動装置の平面断面図である。
【図１０】同パチンコ機の右可動装置の平面断面図である。
【図１１】同パチンコ機の右可動装置の側面断面図である。
【図１２】同パチンコ機の第１可動体の落下に関する動作説明図である。
【図１３】同パチンコ機の第２可動体の落下に関する動作説明図である。
【図１４】同パチンコ機の第１，第２可動体の押し上げ及び移動体の待機位置への移動に
関する動作説明図である。
【図１５】同パチンコ機の制御系のブロック図である。
【図１６】同パチンコ機の動作パターンの種類とその内容を示す図である。
【図１７】同パチンコ機の右（左）可動体制御処理のフローチャートである。
【図１８】同パチンコ機の一段階落下パターンの場合の第１，第２可動体、移動体等の動
作に関するタイミングチャートである。
【図１９】同パチンコ機の二段階落下パターンの場合の第１，第２可動体、移動体等の動
作に関するタイミングチャートである。
【図２０】本発明の第２の実施形態におけるパチンコ機の中央表示装置を構成する裏構造
体の正面図である。
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【図２１】同パチンコ機の右可動装置の正面断面図である。
【図２２】同パチンコ機の可動体の一段階目の落下に関する動作説明図である。
【図２３】同パチンコ機の可動体の二段階目の落下に関する動作説明図である。
【図２４】同パチンコ機の可動体の押し上げ及び移動体の待機位置への移動に関する動作
説明図である。
【図２５】同パチンコ機の動作パターンの種類とその内容を示す図である。
【図２６】同パチンコ機の右（左）可動体制御処理のフローチャートである。
【図２７】同パチンコ機の一段階落下パターンの場合の可動体、移動体等の動作に関する
タイミングチャートである。
【図２８】同パチンコ機の二段階落下パターンの場合の可動体、移動体等の動作に関する
タイミングチャートである。
【図２９】本発明の第３の実施形態におけるパチンコ機の中央表示装置を構成する裏構造
体の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１９は本発明をパチンコ
機に採用した第１の実施形態を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の
外枠２と、この外枠２の左右一側、例えば左側のヒンジ３を介して縦軸心廻りに開閉及び
着脱自在に枢着された前枠４とを備えている。
【００１４】
　前枠４には、その上部側に遊技盤５が着脱自在に装着され、下部側に発射手段６等が配
置されており、その前枠４の前側には、遊技盤５の前側を覆うガラス扉７と、そのガラス
扉７の下側で発射手段６等の前側を覆う下部開閉扉８とがヒンジ３と同じ側のヒンジ９に
より開閉及び着脱自在に枢着されている。
【００１５】
　下部開閉扉８の前側には、発射用の遊技球を貯留して発射手段６に供給する球貯留皿１
０と、発射手段６を作動させるための発射ハンドル１１とが設けられている。また、ガラ
ス扉７には、遊技盤５の前面側の遊技領域１２に対応するガラス窓１３が設けられている
。
【００１６】
　遊技盤５の前面には、発射手段６から発射された遊技球を案内するガイドレール１４が
円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１４の内側の遊技領域１２内に中央表示装
置１５、普通図柄始動手段１６、第１特別図柄始動手段１７、第２特別図柄始動手段１８
、大入賞手段１９、普通入賞手段２０等の各種遊技部品が配置されている。普通図柄始動
手段１６は遊技球が通過可能なゲート、第１特別図柄始動手段１７及び普通入賞手段２０
は非開閉式の入賞手段、第２特別図柄始動手段１８及び大入賞手段１９は開閉式の入賞手
段により構成されており、入賞手段１７～２０に遊技球が入賞した場合には、それぞれ所
定個数の賞球が払い出されるようになっている。
【００１７】
　中央表示装置１５は、遊技盤５に対して前側から着脱自在に装着される前構造体２１と
、液晶式その他の画像表示手段２２を備え且つ前構造体２１に対応して遊技盤５の裏側に
着脱自在に装着される裏構造体２３（図２参照）とを備えている。裏構造体２３は、図２
，図３等に示すように、前側が開放した略箱形に形成され且つその後壁２４の略中央に後
表示窓２５が形成された裏ケース２６と、表示画面２２ａを後表示窓２５に略一致させた
状態で裏ケース２６の背面側に着脱自在に固定される画像表示手段２２と、裏ケース２６
の内側で後壁２４の前側に配置される可動演出ユニット２７とを備えており、前構造体２
１の後側に対応するように遊技盤５の裏側に位置決めされた状態で、裏ケース２６の前端
側に設けられた固定フランジ２８においてねじ止め等により遊技盤５の裏面に着脱自在に
固定されている。
【００１８】
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　前構造体２１は、図１に示すように、略中央に画像表示手段２２に対応する前表示窓３
１が形成された表示枠３２、この表示枠３２の下部側に沿って左右方向に配置され且つ入
球口３３に入球した遊技球を左右方向に転動させて前側に落下させるステージ３４等を備
えると共に、普通図柄表示手段３５、特別図柄表示手段３６等の各種表示手段が設けられ
ている。
【００１９】
　普通図柄表示手段３５は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する複数個の発光素子により構成されており、普通
図柄始動手段１６が遊技球を検出することを条件に２つの発光素子が交互に点灯するよう
に所定時間点滅して、普通図柄始動手段１６による遊技球検出時に取得した当たり判定乱
数値が予め定められた当たり判定値と一致した場合に当たり態様である「○」側の発光素
子が点灯し、それ以外の場合に外れ態様である「×」側の発光素子が点灯して停止するよ
うになっている。普通図柄が当たり態様で停止した場合には、第２特別図柄始動手段１８
が所定時間開放する。
【００２０】
　特別図柄表示手段３６は、１個又は複数個、例えば１個の特別図柄を変動表示するため
のもので、７セグメント式等の表示手段により構成されており、非開閉式の第１特別図柄
始動手段１７と開閉式の第２特別図柄始動手段１８との何れかに遊技球が入賞することを
条件に特別図柄を所定時間変動表示して、第１，第２特別図柄始動手段１７，１８への遊
技球入賞時に取得された大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致した
場合には所定の大当たり態様で、それ以外の場合には外れ態様で停止するようになってい
る。特別図柄が大当たり態様で停止した場合には、大入賞手段１９が所定の開閉パターン
に従って開放する。
【００２１】
　また、画像表示手段２２上では、特別図柄表示手段３６による特別図柄の変動と同期し
て、１又は複数個、例えば左右方向に３個の演出図柄３７ａ～３７ｃによる変動表示が行
われるようになっている。即ち、演出図柄３７ａ～３７ｃは特別図柄表示手段３６による
特別図柄の変動開始と同時に所定の変動パターンに従って変動を開始すると共に、特別図
柄の変動停止と同時に最終停止するように、左、右、中等の所定の順序で停止する。なお
、特別図柄表示手段３６による特別図柄の変動表示中であっても、画像表示手段２２上で
その特別図柄の変動と直接関係のない演出を行う場合があってもよい。
【００２２】
　可動演出ユニット２７は、画像表示手段２２上での演出図柄３７ａ～３７ｃの変動表示
と同期して可動体による演出を行うためのもので、例えば画像表示手段２２の表示画面２
２ａの左右両縁部に沿って上下方向に配置される一対の可動装置４１ａ，４１ｂを備え、
例えば裏ケース２６の後壁２４から前向きに突設された複数の支持基部４２に対してねじ
止め等により着脱自在に固定されている。なお、左右の可動装置４１ａ，４１ｂは、後表
示窓２５の上縁部に沿ってその上側に配置された左右方向の上連結板４３と、後表示窓２
５の下縁部に沿ってその下側に配置された左右方向の下連結板４４とによって上端部側及
び下端部側において互いに連結されている。
【００２３】
　本実施形態では、左右の可動装置４１ａ，４１ｂは互いに略左右対称に構成されている
ため、以下の説明では主に右側の可動装置４１ｂの構成を図面に基づいて説明する。なお
、左右の可動装置４１ａ，４１ｂにおける互いに対応する構成部分については同一の符号
を用いている。
【００２４】
　可動装置４１ｂ（及び可動装置４１ａ）は、図４，図５等に示すように、後ベース４５
と前カバー４６とで構成されるケース体４７を有し、そのケース体４７上に、昇降移動可
能に設けられた第１可動体（可動体）４８と、同じく昇降移動可能に設けられた第２可動
体（可動体）４９と、第１可動体４８を「第１位置」で解除可能にロックする第１ロック
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レバー（第１ロック手段）５０と、第２可動体４９を「第２位置」で解除可能にロックす
る第２ロックレバー（第２ロック手段）５１と、第１，第２ロックレバー５０，５１によ
るロックを解除するためのロック解除リンク（ロック解除手段）５２と、第１，第２可動
体４８，４９をそれぞれ第１，第２位置まで押し上げる機能及びロック解除リンク５２を
ロック解除方向に移動させる機能を有する移動体５３と、この移動体５３を駆動する駆動
手段５４と、駆動手段５４の駆動力を移動体５３に伝達する駆動伝達手段５５と、第２可
動体４９が第２位置にあることを検出する上部位置検出手段５６と、移動体５３が下部側
の所定位置にあることを検出する下部位置検出手段５７とを備えている。
【００２５】
　ケース体４７を構成する後ベース４５は、遊技盤５と略平行に形成された縦長板状の背
壁６１と、この背壁６１の外縁に沿って設けられた後周壁６２とを一体に備えている。ま
た、同じくケース体４７を構成する前カバー４６は、背壁６１に対向する前壁６３と、後
周壁６２に対応して前壁６３の外縁に沿って設けられた前周壁６４とを一体に備えている
。ケース体４７は、後ベース４５と前カバー４６とを前後方向に対向させた状態で互いに
ねじ止め等により固定することにより、前後に扁平な縦長箱形に形成されており、その内
部に、第１，第２可動体４８，４９と移動体５３とを上下方向に案内する昇降路６５（図
５参照）が形成されると共に駆動伝達手段５５等が収容されている。なお、左右の可動装
置４１ａ，４１ｂを連結する上下の連結板４３，４４は、例えば後ベース４５に一体に形
成されている。
【００２６】
　昇降路６５は、上下方向に配置されたガイドシャフト６６に沿ってその前側の前壁６３
と後側の背壁６１との間に設けられている。ガイドシャフト６６は、例えば断面円形状に
形成され、例えばケース体４７内の表示画面２２ａ側（右側の可動装置４１ｂでは左側）
縁部に沿って配置されており、その上下両端部において、ケース体４７内に設けられた一
対のシャフト支持部６７，６８により着脱自在に支持されている。
【００２７】
　ケース体４７上には、昇降路６５に対応して前壁６３から前向きに膨出する膨出部５８
が、表示画面２２ａ側の縁部に沿って縦長状に形成されている。また、前壁６３の前面側
で且つ膨出部５８に対して表示画面２２ａとは反対側に隣接する部分は、第１，第２ロッ
クレバー５０，５１、ロック解除リンク５２等が配置される縦長略平面状のロック機構配
置面５９となっている。
【００２８】
　第１，第２可動体４８，４９は、第２可動体４９が上側となるように，共通の昇降路６
５上に個別に昇降移動可能な状態で配置されており、図４～図６に示すように、昇降路６
５に沿って昇降移動可能な摺動部６９，７０と、ケース体４７の側面に形成された縦長状
の開口部４７ａ（図７～図９等参照）を介して表示画面２２ａ側に突出する演出体支持部
７１，７２と、第１，第２ロックレバー５０，５１が係脱自在に係合する被係合部７３，
７４とをそれぞれ一体に備えている。演出体支持部７１，７２の例えば先端側には、キャ
ラクタ等の装飾が施された第１，第２可動演出体７５，７６（図２，図３等参照）が配置
されている。そして、第２可動体４９の「第２位置」と第１可動体４８の「第１位置」と
は、昇降路６５の上部側で上下に隣接しており、例えば第１可動体４８が第２可動体４９
を押し上げつつ第１位置に達したとき、第２可動体４９も第２位置に達するようになって
いる。
【００２９】
　摺動部６９，７０は、図６～図９等に示すように、例えばガイドシャフト６６の後側で
後ベース４５の前面側に沿って配置され且つ表示画面２２ａ側端部に演出体支持部７１，
７２が設けられた摺動ベース板７７，７８と、この摺動ベース板７７，７８における表示
画面２２ａとは反対側の端部から前向きに延設された上下方向の突設板７９，８０と、摺
動ベース板７７，７８の前面側にガイドシャフト６６に沿って設けられたシャフト摺動部
８１，８２とを備えている。
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【００３０】
　シャフト摺動部８１，８２は、ガイドシャフト６６に対して後側から摺接する例えば断
面コの字型のガイド溝８１ａ，８２ａと、そのガイド溝８１ａ，８２ａの例えば上下両側
に設けられ且つガイドシャフト６６の前面側に摺接する断面略Ｕ字状の前ガイド８１ｂ，
８２ｂとを備えており、それらガイド溝８１ａ，８２ａと前ガイド８１ｂ，８２ｂとの間
にガイドシャフト６６が上下方向に挿通している。また、摺動ベース板７７，７８の背面
側には、後ベース４５の前面側に略摺接する後突条部７７ａ，７８ａが例えば左右両縁部
に沿って上下方向に配置され、また突設板７９，８０の前縁側には、前カバー４６の背面
側に略摺接する前突条部７９ａ，８０ａが上下方向に配置されている。
【００３１】
　被係合部７３，７４は、摺動部６９，７０の下部側に前向き突出状に一体形成されてお
り、表示画面２２ａとは反対側に斜め上向きの案内面７３ａ，７４ａが、下面側に略水平
な係合面７３ｂ，７４ｂがそれぞれ設けられた正面視略直角三角形状に形成されている。
この被係合部７３，７４は、例えばシャフト摺動部８１，８２の一側、例えば表示画面２
２ａとは反対側に配置されており、図８，図９に示すように前突条部７９ａ，８０ａより
も前方に突出して、その先端部が膨出部５８内に達している。
【００３２】
　膨出部５８は、第１，第２可動体４８，４９の昇降動作に伴う被係合部７３，７４の可
動範囲に対応して縦長状に設けられており、表示画面２２ａと反対側、即ちロック機構配
置面５９側の側壁５８ａが、被係合部７３，７４と近接している。膨出部５８の側壁５８
ａ上には、第１可動体４８が第１位置にきたときの被係合部７３の位置に対応して第１ロ
ック窓８４が、第２可動体４９が第２位置にきたときの被係合部７４の位置に対応して第
２ロック窓８５が、それぞれ開口状に形成されている。
【００３３】
　また、第２可動体４９上には、上部位置検出手段５６に対応する被検出部８６が、例え
ば摺動部７０の前側に一体に突設されている。上部位置検出手段５６は、例えば透過型フ
ォトセンサで、透光部５６ａと受光部５６ｂとがケース体４７内で例えば左右に対向する
ように昇降路６５の上部側に配置され、例えば前カバー４６上における膨出部５８の上側
に着脱自在に固定されており、第２可動体４９上の被検出部８６を検出することによりＯ
Ｎとなり、第２可動体４９が第２位置を含む一定範囲内にあることを検出可能となってい
る。
【００３４】
　移動体５３は、昇降路６５上で且つ第１可動体４８の下側に第１，第２可動体４８，４
９とは別個に昇降移動可能な状態で配置されており、図６，図７，図１０等に示すように
、昇降路６５上に昇降移動可能に配置される摺動部８７と、ロック解除リンク５２を押し
下げるための押し下げ部８８と、駆動伝達手段５５の駆動ベルト８９を固定するためのベ
ルト固定部８９ａと、下部位置検出手段５７に対応する被検出部９０とを備えている。
【００３５】
　そしてこの移動体５３は、駆動手段５４の駆動により、昇降路６５の上部側の「押し上
げ完了位置」（図１４（Ｅ）に実線で示す）と、下部側の「押し下げ待機位置」（図１２
（Ａ）に二点鎖線で、図１４（Ｆ）に実線でそれぞれ示す）、「第１押し下げ位置」（図
１２（Ａ），（Ｂ）に実線で示す）及び「第２押し下げ位置」（図１３（Ｃ），（Ｄ）に
実線で示す）とを含む所定の可動範囲内で昇降駆動されるようになっている。ここで、「
押し上げ完了位置」（所定の上昇位置の一例）は第１可動体４８の第１位置の下側に隣接
しており、駆動手段５４の駆動により移動体５３が第１，第２可動体４８，４９を押し上
げつつこの「押し上げ完了位置」に達したとき（図１４（Ｅ）参照）、第１可動体４８が
第１位置に、第２可動体４９が第２位置にそれぞれ達するようになっている。また、「第
１押し下げ位置」は「押し下げ待機位置」よりも下側に配置され、「第２押し下げ位置」
は「第１押し下げ位置」よりも更に下側に配置されている。
【００３６】
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　摺動部８７は、例えばガイドシャフト６６の後側で後ベース４５の前面側に沿って配置
された摺動ベース板９１と、この摺動ベース板９１の前面側にガイドシャフト６６に沿っ
て設けられたシャフト摺動部９２とを備えている。シャフト摺動部９２は、ガイドシャフ
ト６６に対して後側から摺接する例えば断面コの字型のガイド溝９２ａと、そのガイド溝
９２ａの例えば上下両側に設けられ且つガイドシャフト６６の前面側に摺接する断面略Ｕ
字状の前ガイド９２ｂとを備えており、それらガイド溝９２ａと前ガイド９２ｂとの間に
ガイドシャフト６６が上下方向に挿通している。また、摺動ベース板９１の背面側には、
後ベース４５の前面側に略摺接する後突条部９１ａが例えば左右両縁部に沿って上下方向
に配置されている。
【００３７】
　押し下げ部８８は、摺動部８７上の例えば表示画面２２ａとは反対側の端部側に前向き
突出状に形成されている。また押し下げ部８８には、例えばその前面側に、前カバー４６
の背面側に略摺接する前突条部８８ａが上下方向に配置されており、またその側面側にベ
ルト固定部８９ａが設けられている。
【００３８】
　被検出部９０は、例えば摺動部８７の前側に一体に突設されている。下部位置検出手段
５７は、例えば透過型フォトセンサで、透光部５７ａと受光部５７ｂとがケース体４７内
で例えば左右に対向するように昇降路６５の下部側に配置され、例えば前カバー４６上に
おける膨出部５８の下側に着脱自在に固定されており、移動体５３上の被検出部９０を検
出することによりＯＮとなり、例えば移動体５３が「押し下げ待機位置」、「第１押し下
げ位置」、「第２押し下げ位置」を含む一定範囲内にあることを検出可能となっている。
【００３９】
　駆動手段５４は、例えばステッピングモータで、図４，図５，図１１等に示すように、
例えば駆動軸５４ａをケース体４７内に突出させた状態でケース体４７の下部前側に後向
きに固定されている。また、駆動手段５４の駆動軸５４ａにはモータギヤ９３が固定され
ている。
【００４０】
　駆動伝達手段５５は、図４，図５等に示すように、例えば下部側の駆動プーリ９４と、
上部側の従動プーリ９５と、それら駆動プーリ９４と従動プーリ９５とに巻き掛けられた
駆動ベルト８９とを備えており、昇降路６５に沿ってケース体４７内の例えば表示画面２
２ａとは反対側に配置されている。駆動ベルト８９は、例えば無端状のギヤベルトで構成
されており、その周上の所定箇所が、移動体５３のベルト固定部８９ａに着脱自在に固定
されている。
【００４１】
　駆動プーリ９４は、前カバー４６と後ベース４５との間に架設された前後方向のシャフ
ト９６によって回転自在に支持されており、その軸方向一端側のベルト駆動ギヤ９４ａに
駆動ベルト８９の下端側が巻き掛けられ、軸方向他端側の被駆動ギヤ９４ｂにモータギヤ
９３が噛合している。
【００４２】
　従動プーリ９５は、ケース体４７内に配置されたプーリスライダ９７により、前後方向
のピン９８廻りに回転自在に支持されており、駆動ベルト８９の上端側が巻き掛けられて
いる。プーリスライダ９７は、例えば後ベース４５上に設けられた上下方向の案内レール
９９によって上下方向移動可能に支持されると共に、同じく後ベース４５上に配置された
バネ１００によって例えば上向きに弾性付勢されており、これによって駆動ベルト８９に
一定のテンションを付与するようになっている。
【００４３】
　第１，第２ロックレバー５０，５１は、それぞれ第１，第２ロック窓８４，８５に対応
してロック機構配置面５９の前側に配置されており、図７～図１１等に示すように、例え
ばロック機構配置面５９上に前向きに突設されたレバー軸１０１，１０２（図４参照）に
よって回転自在に支持される筒状等の軸装着部１０３と、この軸装着部１０３からロック
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機構配置面５９に沿って例えば略上向きに突設された係脱レバー部１０４と、軸装着部１
０３からロック機構配置面５９に沿って例えば斜め下向きに突設された操作レバー部１０
５と、係脱レバー部１０４の先端側から第１，第２ロック窓８４，８５側に突設された係
合部１０６とをそれぞれ一体に備えている。そして、第１，第２ロックレバー５０，５１
は、係合部１０６が第１，第２ロック窓８４，８５を介して膨出部５８内に大きく突出す
る「ロック姿勢」（図７参照）と、係合部１０６が膨出部５８の外側に退避する「ロック
解除姿勢」との間で揺動自在であると共に、バネ１０７（図４，図５参照）によってロッ
ク姿勢側に弾性付勢されている。
【００４４】
　第２ロックレバー５１は、第２可動体４９が第２位置まで上昇する途中で被係合部７４
の案内面７４ａに押されてロック解除姿勢側に退避した後、第２可動体４９が第２位置に
達したとき、バネ１０７の付勢力によってロック姿勢に復帰し、係合部１０６が被係合部
７４の係合面７４ｂに下側から係合することにより、第２可動体４９を第２位置でロック
するようになっている。同様に、第１ロックレバー５０は、第１可動体４８が第１位置ま
で上昇する途中で被係合部７３の案内面７３ａに押されてロック解除姿勢側に退避した後
、第１可動体４８が第１位置に達したとき、バネ１０７の付勢力によってロック姿勢に復
帰し、係合部１０６が被係合部７３の係合面７３ｂに下側から係合することにより、第１
可動体４８を第１位置でロックするようになっている。なお、第１，第２ロックレバー５
０，５１は、操作レバー部１０５を押し下げることによってロック姿勢からロック解除姿
勢に移行する。
【００４５】
　ロック解除リンク５２は、上下方向に移動可能な状態でロック機構配置面５９の前側に
配置されており、図４，図５，図７～図１１等に示すように、第１ロックレバー５０の操
作レバー部１０５に対応する第１ロック解除部１１１と、第２ロックレバー５１の操作レ
バー部１０５に対応する第２ロック解除部１１２と、移動体５３の押し下げ部８８に対応
する被押し下げ部１１３と、それら第１，第２ロック解除部１１１，１１２及び被押し下
げ部１１３を一体に連結するリンク本体１１４とを備えている。
【００４６】
　リンク本体１１４は、第１，第２ロックレバー５０，５１における各操作レバー部１０
５の端部近傍を通過するように上下方向に配置された上リンク部１１４ａと、移動体５３
の押し下げ部８８の移動経路に対応して上下方向に配置された下リンク部１１４ｂとを一
体に備えており、第１，第２ロック解除部１１１，１１２はそれぞれ上リンク部１１４ａ
から第１，第２ロックレバー５０，５１側に突設され、また被押し下げ部１１３は例えば
下リンク部１１４ｂの下端側から後向きに突設されている。ロック機構配置面５９上には
、図４，図５及び図１１に示すように被押し下げ部１１３に対応する開口部１１５が上下
方向の長孔状に形成されており、被押し下げ部１１３はこの開口部１１５を経てケース体
４７内に突出している。
【００４７】
　リンク本体１１４上には、例えば上下方向の長孔１１６が複数形成され、ロック機構配
置面５９上には、それら複数の長孔１１６にそれぞれ対応するガイド突起１１７が一体に
形成されている。ロック解除リンク５２は、それら長孔１１６にガイド突起１１７をそれ
ぞれ後側から摺動自在に挿入させた状態で、ロック機構配置面５９の前側に着脱自在に装
着されていることにより、所定の可動範囲内で昇降移動可能となっている。
【００４８】
　また、ロック解除リンク５２は、バネ１１８によってケース体４７に対して上向きに弾
性付勢されており、移動体５３が「押し下げ待機位置」を超えて下降する際に（図１２（
Ａ），図１３（Ｃ））、その移動体５３の押し下げ部８８がバネ１１８の付勢力に抗して
被押し下げ部１１３を押し下げることによって下降するようになっている。
【００４９】
　ここで、ロック解除リンク５２の可動範囲内には、第１，第２ロックレバー５０，５１
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の何れのロックも解除しない「非解除位置」（図１２（Ａ）に二点鎖線で、図１４（Ｅ）
，（Ｆ）に実線でそれぞれ示す）と、第１ロックレバー５０によるロックを解除する「第
１解除位置」（図１２（Ａ），（Ｂ）に実線で示す）と、第２ロックレバー５１によるロ
ックを解除する「第２解除位置」（図１３（Ｃ），（Ｄ）に実線で示す）とが含まれてい
る。
【００５０】
　「非解除位置」は、ロック解除リンク５２の可動範囲内の例えば上限位置に設定されて
おり、ロック解除リンク５２がこの非解除位置にあるときには、図７及び図１４（Ｆ）に
示すように第１，第２ロック解除部１１１，１１２はそれぞれ第１，第２ロックレバー５
０，５１の操作レバー部１０５と干渉しないようになっている。なお、ロック解除リンク
５２は、移動体５３によって押し下げられていない状態では、バネ１１８の付勢によって
この非解除位置に保持される。
【００５１】
　「第１解除位置」は、非解除位置よりも下側に設定されており、移動体５３の押し下げ
によってロック解除リンク５２が非解除位置から下降する際に、まず第１ロック解除部１
１１が第１ロックレバー５０の操作レバー部１０５に上側から当接してこれを押し下げ、
ロック解除リンク５２がこの第１解除位置に達したときに第１ロックレバー５０がロック
解除姿勢となって（図１２（Ａ））、第１可動体４８が移動体５３上に自由落下する（図
１２（Ｂ））ようになっている。なお、この「第１解除位置」では第２ロック解除部１１
２は未だ第２ロックレバー５１と干渉せず、従って第２可動体４９については第２位置で
ロックされた状態が維持される。
【００５２】
　「第２解除位置」は、第１解除位置よりも更に下側に設定されており、移動体５３の押
し下げによってロック解除リンク５２が第１解除位置を超えて下降する際に、第２ロック
解除部１１２が第２ロックレバー５１の操作レバー部１０５に上側から当接してこれを押
し下げ、ロック解除リンク５２がこの第２解除位置に達したときに第２ロックレバー５１
がロック解除姿勢となって（図１３（Ｃ））、第２可動体４９が先に落下した第１可動体
４８上に自由落下する（図１３（Ｄ））ようになっている。
【００５３】
　以上のように、ロック解除リンク５２は、移動体５３の押し下げにより、非解除位置か
ら第１解除位置を経て第２解除位置に至るようになっている。このように「第１解除位置
」と「第２解除位置」とが異なる位置に設定されていることで、移動体５３の移動により
、第１，第２可動体４８，４９を異なるタイミングで自由落下させることが可能である。
【００５４】
　なお、移動体５３の「第１押し下げ位置」、「第２押し下げ位置」がそれぞれロック解
除リンク５２の「第１解除位置」、「第２解除位置」に対応しており、また、押し下げ部
８８が被押し下げ部１１３に略当接するときの移動体５３の位置が「押し下げ待機位置」
に設定されているものとする。
【００５５】
　図１５は、画像表示手段２２上における演出図柄３７ａ～３７ｃによる演出及び可動装
置４１ａ，４１ｂによる演出に関する制御系のブロック図である。演出制御手段１２１は
、遊技進行を統括的に制御する遊技制御手段１２２から送信されるコマンドに基づいて、
画像表示手段２２上における演出図柄３７ａ～３７ｃの変動演出とこれに対応する可動装
置４１ａ，４１ｂによる演出（以下、「可動演出」という）とを制御するもので、演出図
柄表示制御手段１２３、動作パターン選択手段１２４、駆動制御手段１２５等を備えてい
る。
【００５６】
　演出図柄表示制御手段１２３は、演出図柄３７ａ～３７ｃの表示制御を行うもので、例
えば遊技制御手段１２２から変動パターン指定コマンド及び停止図柄指定コマンドを受信
した場合に、指定された変動パターンに基づいて演出図柄３７ａ～３７ｃの変動を開始さ
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せると共に、変動停止コマンドを受信したときに、停止図柄指定コマンドで指定された停
止図柄で演出図柄３７ａ～３７ｃの変動を停止させるようになっている。
【００５７】
　動作パターン選択手段１２４は、可動装置４１ａ，４１ｂによる左右二組の第１，第２
可動体４８，４９の動作パターンを選択するもので、例えば遊技制御手段１２２から演出
図柄３７ａ～３７ｃに関する変動パターン指定コマンドを受信し、その変動パターン指定
コマンドで指定された変動パターンが可動演出を伴うものであった場合に、その可動演出
に対応する動作パターンを選択するように構成されている。なお、この動作パターン選択
手段１２４を遊技制御手段１２２側に設け、遊技制御手段１２２から演出制御手段１２１
に動作パターンコマンドを送信するように構成してもよい。また、可動演出を行うか否か
を例えば演出制御手段１２１側の抽選により決定するように構成してもよい。
【００５８】
　本実施形態における動作パターンは、図１６に示す１０種類に大別できる。左一段階落
下パターン及び右一段階落下パターンは、それぞれ左右一方側の第１可動体４８のみを落
下させるパターンで、左二段階落下パターン及び右二段階落下パターンは、それぞれ左右
一方側の第１，第２可動体４８，４９のみを段階的に落下させるパターンである。
【００５９】
　左右一段階同時落下パターン及び左右一段階順次落下パターンは、共に左一段階落下パ
ターンと右一段階落下パターンとを組み合わせたもので、前者の左右一段階同時落下パタ
ーンは、左右の第１可動体４８のみを同時に落下させるパターン、後者の左右一段階順次
落下パターンは、左右の第１可動体４８のみを時間をずらして順次落下させるパターンで
ある。
【００６０】
　左右二段階同時落下パターン及び左右二段階順次落下パターンは、共に左二段階落下パ
ターンと右二段階落下パターンとを組み合わせたもので、前者の左右二段階同時落下パタ
ーンは、左右の第１，第２可動体４８，４９を左右同時に落下させるパターン、後者の左
右二段階順次落下パターンは、左右の第１，第２可動体４８，４９を時間をずらして順次
落下させるパターン（一部同時落下も含む）である。
【００６１】
　左一段階右二段階順次落下パターンは、左一段階落下パターンと右二段階落下パターン
とを組み合わせたもので、左の第１可動体４８と右の第１，第２可動体４８，４９とを時
間をずらして順次落下させるパターン（一部同時落下も含む）である。また、左二段階右
一段階順次落下パターンは、左二段階落下パターンと右一段階落下パターンとを組み合わ
せたもので、左の第１，第２可動体４８，４９と右の第１可動体４８とを時間をずらして
順次落下させるパターン（一部同時落下も含む）である。
【００６２】
　これら各種類毎に、落下タイミング等を異ならせた複数の動作パターンを設けることが
可能である。もちろん、これら全種類の動作パターンを全て用いる必要はない。
【００６３】
　駆動制御手段１２５は、動作パターン選択手段１２４で選択された動作パターンに従っ
て左右の第１，第２可動体４８，４９を動作させるべく駆動手段５４を制御するもので、
例えば動作パターン選択手段１２４によって動作パターンが選択された場合に、例えば演
出図柄表示制御手段１２３による演出図柄３７ａ～３７ｃの変動制御と同期して図１７に
示す左可動体制御処理及び／又は右可動体制御処理を実行するように構成されている。本
実施形態では、左右一方側の可動体のみを落下させる動作パターン（例えば左一段階落下
パターン）の場合には左可動体制御処理と右可動体制御処理との一方のみを実行し、左右
両方の可動体を落下させる動作パターン（例えば左右二段階順次落下パターン）の場合に
は左可動体制御処理と右可動体制御処理とを並行して実行するものとする。
【００６４】
　左可動体制御処理と右可動体制御処理とは、制御対象が左可動装置４１ａ側の駆動手段
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５４であるか右可動装置４１ｂ側の駆動手段５４であるか否かの違いだけで制御手順は共
通である。以下、図１７に示す右可動体制御処理について、図１２～図１４の動作説明図
、及び図１８，図１９に示すタイミングチャートを適宜参照しつつ説明する。なお、図１
８は第１可動体４８のみを落下させる右一段階落下パターン等の場合のタイミングチャー
トの一例、図１９は第１，第２可動体４８，４９を共に落下させる右二段階落下パターン
等の場合のタイミングチャートの一例である。
【００６５】
　右可動体制御処理（図１７）では、まず待機状態確認処理（Ｓ１）が実行される。この
待機状態確認処理は、右可動装置４１ｂが所定の待機状態にあることを確認し、待機状態
にないと判断された場合には待機状態に移行させるための処理である。ここで、待機状態
とは、例えば移動体５３が押し下げ待機位置に存在すると共に、第１可動体４８が第１位
置に、第２可動体４９が第２位置にそれぞれ存在する状態（図１４（Ｆ）に実線で示す）
である。
【００６６】
　移動体５３が押し下げ待機位置に存在するか否かは、例えば下部位置検出手段５７のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態に基づいて判断することが可能である。本実施形態の場合、移動体５３が
押し下げ待機位置に存在する場合だけでなく、第１押し下げ位置、第２押し下げ位置に存
在する場合についても下部位置検出手段５７はＯＮになるため、下部位置検出手段５７が
ＯＮであることのみでは移動体５３が押し下げ待機位置に存在することは保証されない。
従って、例えば下部位置検出手段５７がＯＮである場合にはその下部位置検出手段５７が
ＯＦＦになるまで移動体５３を上昇させた後、下部位置検出手段５７が再びＯＮになるま
で移動体５３を下降させればよい。もちろん、下部位置検出手段５７がＯＦＦの場合には
、そのまま下部位置検出手段５７がＯＮになるまで移動体５３を下降させればよい。
【００６７】
　また、第１可動体４８が第１位置に、第２可動体４９が第２位置にそれぞれ存在するか
否かは、例えば上部位置検出手段５６のＯＮ／ＯＦＦ状態に基づいて判断すればよい。な
お本実施形態では、上部位置検出手段５６は第２可動体４９が第２位置にある場合にＯＮ
になるため、上部位置検出手段５６がＯＮであっても、厳密には第１可動体４８が第１位
置にあることは保証されない。第１可動体４８が第１位置に、第２可動体４９が第２位置
にそれぞれ存在するか否かを厳密に判断するためには、例えば第１可動体４８が第１位置
にある場合にＯＮになる検出手段を新たに設けてもよいし、上部位置検出手段５６を、第
１可動体４８が第１位置にある場合にＯＮになるように変更してもよい。本実施形態の場
合、第１可動体４８が第１位置に存在すれば、第２可動体４９は第２位置に存在すると判
断できる。
【００６８】
　待機状態確認処理（Ｓ１）において、所定の待機状態にあることが検出されない場合に
は例えば所定のエラー処理が実行される。但し、この場合のエラーは可動装置４１ａ，４
１ｂに関するものであり、遊技進行に直接的な影響を及ぼすものではないため、例えば遊
技を停止させることなくエラー報知を行えばよい。
【００６９】
　待機状態確認処理（Ｓ１）に続いては、動作パターン選択手段１２４によって選択され
た動作パターンに従って、まず第１可動体４８の落下タイミングが到来したか否かが監視
される（Ｓ２）。そして、第１可動体４８の落下タイミングが到来すると（Ｓ２：Ｙｅｓ
）、移動体５３を第１押し上げ位置まで下降させるべく、駆動手段５４に対して下降駆動
方向への所定ステップのパルス信号が出力される（Ｓ３）。
【００７０】
　これにより、図１２（Ａ）に示すように、移動体５３が下降する際にその押し下げ部８
８がロック解除リンク５２の被押し下げ部１１３を押し下げ、ロック解除リンク５２は非
解除位置から第１解除位置まで移動する（図１８のｔ１→ｔ２、図１９のＴ１→Ｔ２）。
その際、第１ロックレバー５０がロック姿勢からロック解除姿勢に移行して第１可動体４
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８のロックが解除されるため、図１２（Ｂ）に示すように第１可動体４８は第１位置から
所定の第１落下位置まで自由落下する（図１８のｔ２、図１９のＴ２）。本実施形態では
、この第１落下位置は、第１解除位置に存在する移動体５３上である。なお、第１可動体
４８の下降を所定の第１落下位置で阻止する第１落下受け部を設け、第１可動体４８の落
下の衝撃を移動体５３ではなくこの第１落下受け部で受けるようにしてもよい。
【００７１】
　そして、第１可動体４８だけでなく第２可動体４９も落下させる動作パターン（右二段
階落下パターン等、図１９参照）の場合には（Ｓ４：Ｙｅｓ）、続いて第２可動体４９の
落下タイミングが到来したか否かが監視される（Ｓ５）。そして、第２可動体４９の落下
タイミングが到来すると（Ｓ５：Ｙｅｓ）、移動体５３を第２押し下げ位置まで下降させ
るべく、駆動手段５４に対して下降駆動方向への所定ステップのパルス信号が出力される
（Ｓ６）。
【００７２】
　これにより、図１３（Ｃ）に示すようにロック解除リンク５２が移動体５３によって更
に押し下げられて第１解除位置から第２解除位置まで移動し（図１９のＴ３→Ｔ４）、第
２ロックレバー５１がロック姿勢からロック解除姿勢に移行して第２可動体４９のロック
が解除されるため、図１３（Ｄ）に示すように第２可動体４９は第２位置から所定の第２
落下位置まで自由落下する。本実施形態では、この第２落下位置は、第２解除位置の移動
体５３上に存在する第１可動体４８上の位置である。なお、第２可動体４９の下降を所定
の落下位置で阻止する第２落下受け部を設け、第２可動体４９の落下の衝撃を移動体５３
等ではなくこの第２落下受け部で受けるようにしてもよい。
【００７３】
　なお、第１可動体４８のみを落下させる動作パターン（右一段階落下パターン等、図１
８参照））の場合には（Ｓ４：Ｎｏ）、Ｓ５，Ｓ６の処理は実行されない。
【００７４】
　第１，第２可動体４８，４９の落下処理（Ｓ２～Ｓ６）が終了すると、第１，第２可動
体４８，４９の第１，第２位置への復帰タイミングが到来したか否かが監視される（Ｓ７
）。そして、第１，第２可動体４８，４９の復帰タイミングが到来すると（Ｓ７：Ｙｅｓ
）、移動体５３を押し上げ完了位置まで上昇させるべく、駆動手段５４に対して上昇駆動
方向への所定ステップのパルス信号が出力される（Ｓ８）。
【００７５】
　移動体５３が上昇を始めると、その移動体５３に押されて第１，第２可動体４８，４９
も上昇を始める（図１８のｔ３、図１９のＴ５）。また、移動体５３に押し下げられてい
たロック解除リンク５２は、バネ１１８の付勢力によって移動体５３と共に上昇を始め、
移動体５３が押し下げ待機位置を通過するときに非解除位置に達し（図１８のｔ４、図１
９のＴ６）、それに伴って第１，第２ロックレバー５０，５１はそれぞれバネ１０７の付
勢力によってロック姿勢に移行する。なお、移動体５３が押し下げ待機位置を通過すると
（図１８のｔ４、図１９のＴ６）、下部位置検出手段５７はＯＮからＯＦＦに切り替わる
。
【００７６】
　その後、第１，第２可動体４８，４９の被係合部７３，７４がそれぞれ第１，第２ロッ
クレバー５０，５１を押し退けつつ上昇し、図１４（Ｅ）に示すように移動体５３が押し
上げ完了位置に到達したとき（図１８のｔ５、図１９のＴ７）、第１，第２ロックレバー
５０，５１が第１，第２可動体４８，４９上の被係合部７３，７４の下側に係合して、第
１，第２可動体４８，４９はそれぞれ第１，第２位置でロックされる。なお、第１，第２
可動体４８，４９が第１，第２位置に到達すると、上部位置検出手段５６がＯＦＦからＯ
Ｎに切り替わる。
【００７７】
　移動体５３による第１，第２可動体４８，４９の押し上げ処理（Ｓ８）の終了によって
可動演出は終了する。可動演出が終了すると、次の可動演出が開始されるまでの所定のタ
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イミングで、移動体５３を押し下げ待機位置まで下降させるべく、駆動手段５４に対して
下降駆動方向への所定ステップのパルス信号が出力される（Ｓ９）。図１４（Ｆ）に示す
ように移動体５３が押し下げ待機位置に到達すると（図１８のｔ６、図１９のＴ８）、下
部位置検出手段５７がＯＦＦからＯＮに切り替わる。
【００７８】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機は、昇降移動可能に設けられた第１，第
２可動体４８，４９と、第１可動体４８を第１位置で解除可能にロックする第１ロックレ
バー（第１ロック手段）５０と、第２可動体４９を第２位置で解除可能にロックする第２
ロックレバー（第２ロック手段）５１と、第１ロックレバー５０及び第２ロックレバー５
１によるロックを解除可能なロック解除リンク（ロック解除手段）５２とを備え、そのロ
ック解除リンク５２は、第１，第２ロックレバー５０，５１の何れのロックも解除しない
非解除位置と、第１ロックレバー５０によるロックを解除して第１可動体４８を第１位置
から自由落下させる第１解除位置と、第２ロックレバー５１によるロックを解除して第２
可動体４９を第２位置から自由落下させる第２解除位置とに移動可能であり、第１解除位
置と第２解除位置とを異ならせているため、第１可動体４８と第２可動体４９とを異なる
タイミングで落下させることができ、インパクトの大きい自由落下式の可動体を採用しつ
つ、変化に富んだ演出が可能となる。
【００７９】
　図２０～図２６は本発明の第２の実施形態を例示し、第１の実施形態を一部変更するこ
とにより、第１の実施形態のように複数の可動体４８，４９の落下タイミングを異ならせ
るのではなく、一つの可動体１３１を二段階で落下させるように構成した例を示している
。なお以下の説明では、第１の実施形態との相違点を中心に説明し、特に言及しない点に
ついては第１の実施形態と共通であるとする。
【００８０】
　本実施形態では、図２０，図２１に示すように、左右の可動装置４１ａ，４１ｂにそれ
ぞれ一つの可動体１３１を設けている。この可動体１３１は、第１の実施形態における第
２可動体４９と同一構成であるとする。またこれにより、移動体５３の押し上げ完了位置
が第１の実施形態とは異なっており、図２１に示すように、第１の実施形態における第１
可動体４８の第１位置が、本実施形態における移動体５３の押し上げ完了位置となってい
る。なお、本実施形態の可動体１３１の各構成部分には第１の実施形態の第２可動体４９
と同一の符号を用いている。
【００８１】
　また、図２１～図２４に示すように、本実施形態のロック解除リンク５２′は、第１の
実施形態のロック解除リンク５２と同様、第１，第２ロックレバー５０，５１にそれぞれ
対応する第１，第２ロック解除部１１１′，１１２′が上リンク部１１４ａに、移動体５
３の押し下げ部８８に対応する被押し下げ部１１３が下リンク部１１４ｂにそれぞれ設け
られると共に、バネ１１８によってケース体４７に対して上向きに弾性付勢されており、
移動体５３が第１の実施形態と同じ「押し下げ待機位置」を超えて下降する際に、その移
動体５３の押し下げ部８８がバネ１１８の付勢力に抗して被押し下げ部１１３を押し下げ
ることによって下降可能となっている。
【００８２】
　ロック解除リンク５２′の可動範囲内には、第１の実施形態におけるロック解除リンク
５２と同様、第１，第２ロックレバー５０，５１の何れのロックも解除しない「非解除位
置」（図２２（ａ）に二点鎖線で、図２４（ｅ），（ｆ）に実線でそれぞれ示す）と、第
１ロックレバー５０によるロックを解除する「第１解除位置」（図２３（ｃ），（ｄ）に
実線で示す）と、第２ロックレバー５１によるロックを解除する「第２解除位置」（図２
２（ａ），（ｂ）に実線で示す）とが含まれているが、第１の実施形態とは異なり、「非
解除位置」の下側に「第２解除位置」が設定され、「第１解除位置」はその「第２解除位
置」の更に下側に設定されている。
【００８３】
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　即ち、ロック解除リンク５２′は、移動体５３によって押し下げられていない状態では
、バネ１１８の付勢によって非解除位置に保持され（図２４（ｆ））、移動体５３の押し
下げによってロック解除リンク５２が非解除位置から下降する際に、まず第２ロック解除
部１１２が第２ロックレバー５１の操作レバー部１０５に上側から当接してこれを押し下
げ、ロック解除リンク５２′がこの第２解除位置に達したときに第２ロックレバー５１が
ロック解除姿勢となって（図２２（ａ））、可動体１３１が第２位置から自由落下する（
図２２（ｂ））。
【００８４】
　このとき、第１ロック解除部１１１は未だ第１ロックレバー５０と干渉せず、第１ロッ
クレバー５０はロック姿勢のままであるため、第２位置から落下してきた可動体１３１は
この第１ロックレバー５０によってその落下が阻止され、第１位置で停止する（図２２（
ｂ））。
【００８５】
　そして、移動体５３の押し下げによってロック解除リンク５２′が第２解除位置を超え
て更に下降する際に、第１ロック解除部１１１が第１ロックレバー５０の操作レバー部１
０５に上側から当接してこれを押し下げ、ロック解除リンク５２′がこの第１解除位置に
達したときに第１ロックレバー５０がロック解除姿勢となって（図２３（ｃ））、第１位
置で停止していた可動体１３１が第１位置から移動体５３上に自由落下する（図２３（ｄ
））。
【００８６】
　なお、移動体５３は「押し上げ完了位置」まで上昇することにより、自由落下した可動
体１３１を第２位置まで押し上げる（図２４（ｅ））ように制御される。従って、移動体
５３の「押し上げ完了位置」は、可動体１３１の第２位置の下側に隣接する位置に設定さ
れている。
【００８７】
　以上のように、ロック解除リンク５２′は、移動体５３の押し下げにより、非解除位置
から第２解除位置を経て第１解除位置に至るようになっている。このように「第１解除位
置」と「第２解除位置」とが異なる位置に設定されていることで、移動体５３の移動によ
り、可動体１３１を二段階で自由落下させることが可能である。
【００８８】
　なお、第１の実施形態と同様、移動体５３の「第１押し下げ位置」、「第２押し下げ位
置」がそれぞれロック解除リンク５２′の「第１解除位置」、「第２解除位置」に対応し
ており、また、押し下げ部８８が被押し下げ部１１３に略当接するときの移動体５３の位
置が「押し下げ待機位置」に設定されているものとする。
【００８９】
　本実施形態における可動体１３１の動作パターンは、図２５に示す１０種類に大別でき
る。図２５に示す動作パターンの種類は、その名称については第１の実施形態（図１６）
と共通であるが、その内容が異なっている。即ち、本実施形態の左一段階落下パターン及
び右一段階落下パターンは、それぞれ左右一方側の可動体１３１を一段階だけ落下させる
パターンで、左二段階落下パターン及び右二段階落下パターンは、それぞれ左右一方側の
可動体１３１を二段階落下させるパターンである。
【００９０】
　左右一段階同時落下パターン及び左右一段階順次落下パターンは、共に左一段階落下パ
ターンと右一段階落下パターンとを組み合わせたもので、前者の左右一段階同時落下パタ
ーンは、左右の可動体１３１を同時に一段階だけ落下させるパターン、後者の左右一段階
順次落下パターンは、左右の可動体１３１をそれぞれ一段階だけ時間をずらして順次落下
させるパターンである。
【００９１】
　左右二段階同時落下パターン及び左右二段階順次落下パターンは、共に左二段階落下パ
ターンと右二段階落下パターンとを組み合わせたもので、前者の左右二段階同時落下パタ
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ーンは、左右の可動体１３１を同時に二段階落下させるパターン、後者の左右二段階順次
落下パターンは、左右の可動体１３１を時間をずらしてそれぞれ二段階順次落下させるパ
ターン（一部同時落下も含む）である。
【００９２】
　左一段階右二段階順次落下パターンは、左一段階落下パターンと右二段階落下パターン
とを組み合わせたもので、左の可動体１３１を一段階、右の可動体１３１を二段階、時間
をずらして順次落下させるパターン（一部同時落下も含む）である。また、左二段階右一
段階順次落下パターンは、左二段階落下パターンと右一段階落下パターンとを組み合わせ
たもので、左の可動体１３１を二段階、右の可動体１３１を一段階、時間をずらして順次
落下させるパターン（一部同時落下も含む）である。
【００９３】
　これら各種類毎に、落下タイミング等を異ならせた複数の動作パターンを設けることが
可能である。もちろん、これら全種類の動作パターンを全て用いる必要はない。
【００９４】
　以下、図２６に示す右可動体制御処理について、図２２～図２４の動作説明図、及び図
２７，図２８に示すタイミングチャートを適宜参照しつつ説明する。なお、図２７は可動
体１３１を一段階だけ落下させる右一段階落下パターン等の場合のタイミングチャートの
一例、図２８は可動体１３１を二段階落下させる右二段階落下パターン等の場合のタイミ
ングチャートの一例である。
【００９５】
　右可動体制御処理（図２６）では、まず待機状態確認処理（Ｓ１′）が実行される。こ
の待機状態確認処理は、右可動装置４１ｂが所定の待機状態にあることを確認し、待機状
態にないと判断された場合には待機状態に移行させるための処理である。本実施形態にお
ける待機状態とは、例えば移動体５３が押し下げ待機位置に存在すると共に、可動体１３
１が第２位置に存在する状態（図２４（ｆ）に実線で示す）である。
【００９６】
　移動体５３が押し下げ待機位置に存在するか否かは、第１の実施形態と同様、下部位置
検出手段５７のＯＮ／ＯＦＦ状態に基づいて判断することが可能である。また、可動体１
３１が第２位置に存在するか否かは、上部位置検出手段５６のＯＮ／ＯＦＦ状態に基づい
て判断すればよい。待機状態確認処理（Ｓ１′）において、所定の待機状態にあることが
検出されない場合には例えば所定のエラー処理が実行される。
【００９７】
　待機状態確認処理（Ｓ１′）に続いては、動作パターン選択手段１２４によって選択さ
れた動作パターンに従って、まず可動体１３１の第１落下タイミングが到来したか否かが
監視される（Ｓ２′）。そして、可動体１３１の第１落下タイミングが到来すると（Ｓ２
′：Ｙｅｓ）、移動体５３を第２押し上げ位置まで下降させるべく、駆動手段５４に対し
て下降駆動方向への所定ステップのパルス信号が出力される（Ｓ３′）。
【００９８】
　これにより、図２２（ａ）に示すように、移動体５３が下降する際にその押し下げ部８
８がロック解除リンク５２′の被押し下げ部１１３を押し下げ、ロック解除リンク５２′
は非解除位置から第２解除位置まで移動する（図２７のｔ１′→ｔ２′、図２８のＴ１′
→Ｔ２′）。その際、第２ロックレバー５１がロック姿勢からロック解除姿勢に移行して
可動体１３１のロックが解除される一方、第１ロックレバー５０はロック姿勢のまま維持
される。これにより、図２２（ｂ）に示すように可動体１３１は第２位置から自由落下し
、被係合部７４が第１ロックレバー５０に係合することにより第１位置で停止する（図２
７のｔ２′、図２８のＴ２′）。
【００９９】
　そして、可動体１３１を二段階で落下させる動作パターン（右二段階落下パターン等、
図２８参照）の場合には（Ｓ４′：Ｙｅｓ）、続いて可動体１３１の第２落下タイミング
が到来したか否かが監視される（Ｓ５′）。そして、可動体１３１の第２落下タイミング
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が到来すると（Ｓ５′：Ｙｅｓ）、移動体５３を第１押し下げ位置まで下降させるべく、
駆動手段５４に対して下降駆動方向への所定ステップのパルス信号が出力される（Ｓ６′
）。
【０１００】
　これにより、図２３（ｃ）に示すようにロック解除リンク５２′が移動体５３によって
更に押し下げられて第２解除位置から第１解除位置まで移動し（図２８のＴ３′→Ｔ４′
）、第１ロックレバー５０がロック姿勢からロック解除姿勢に移行して第２位置にある可
動体１３１のロックが解除されるため、図２３（ｄ）に示すように可動体１３１は第２位
置から所定の落下位置まで自由落下する。本実施形態では、この落下位置は、第１解除位
置に存在する移動体５３上の位置である。なお、可動体１３１の下降を所定の落下位置で
阻止する落下受け部を設け、可動体１３１の落下の衝撃を移動体５３ではなくこの落下受
け部で受けるようにしてもよい。
【０１０１】
　なお、可動体１３１を一段階だけ落下させる動作パターン（右一段階落下パターン等、
図２７参照））の場合には（Ｓ４′：Ｎｏ）、Ｓ５′，Ｓ６′の処理は実行されない。
【０１０２】
　可動体１３１の落下処理（Ｓ２′～Ｓ６′）が終了すると、可動体１３１の第２位置へ
の復帰タイミングが到来したか否かが監視される（Ｓ７′）。そして、可動体１３１の復
帰タイミングが到来すると（Ｓ７′：Ｙｅｓ）、移動体５３を押し上げ完了位置まで上昇
させるべく、駆動手段５４に対して上昇駆動方向への所定ステップのパルス信号が出力さ
れる（Ｓ８′）。
【０１０３】
　移動体５３が上昇を始めると（図２７のｔ３′、図２８のＴ５′）、二段階落下パター
ン（図２８）の場合にはそれと同時に、一段階落下パターン（図２７）の場合には移動体
５３の上昇途中からその移動体５３に押されて可動体１３１も上昇を始める。また、移動
体５３に押し下げられていたロック解除リンク５２′は、バネ１１８の付勢力によって移
動体５３と共に上昇を始め、移動体５３が押し下げ待機位置を通過するときに非解除位置
に達し（図２７のｔ４′、図２８のＴ６′）、それに伴って第１，第２ロックレバー５０
，５１はそれぞれバネ１０７の付勢力によってロック姿勢に移行する。なお、移動体５３
が押し下げ待機位置を通過すると（図２７のｔ４′、図２８のＴ６′）、下部位置検出手
段５７はＯＮからＯＦＦに切り替わる。
【０１０４】
　その後、可動体１３１の被係合部７４が、二段階落下パターン（図２８）の場合には第
１，第２ロックレバー５０，５１を順次、一段階落下パターン（図２７）の場合には第２
ロックレバー５１のみを押し退けつつ上昇し、図２４（ｅ）に示すように移動体５３が押
し上げ完了位置に到達したとき（図２７のｔ５′、図２８のＴ７′）、第２ロックレバー
５１が可動体１３１上の被係合部７４の下側に係合して、可動体１３１は第２位置でロッ
クされる。なお、可動体１３１が第２位置に到達すると、上部位置検出手段５６がＯＦＦ
からＯＮに切り替わる。
【０１０５】
　移動体５３による可動体１３１の押し上げ処理（Ｓ８′）の終了によって可動演出は終
了する。可動演出が終了すると、次の可動演出が開始されるまでの所定のタイミングで、
移動体５３を押し下げ待機位置まで下降させるべく、駆動手段５４に対して下降駆動方向
への所定ステップのパルス信号が出力される（Ｓ９′）。図２４（ｆ）に示すように移動
体５３が押し下げ待機位置に到達すると（図２７のｔ６′、図２８のＴ８′）、下部位置
検出手段５７がＯＦＦからＯＮに切り替わる。
【０１０６】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機は、昇降移動可能な可動体１３１と、可
動体１３１を第１位置で解除可能にロックする第１ロックレバー（第１ロック手段）５０
と、可動体１３１を第２位置で解除可能にロックする第２ロックレバー（第２ロック手段
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）５１と、第１ロックレバー５０及び第２ロックレバー５１によるロックを解除可能なロ
ック解除リンク（ロック解除手段）５２′とを備え、そのロック解除リンク５２′は、第
１，第２ロックレバー５０，５１の何れのロックも解除しない非解除位置と、第１ロック
レバー５０によるロックを解除して可動体１３１を第１位置から自由落下させる第１解除
位置と、第２ロックレバー５１によるロックを解除して可動体１３１を第２位置から自由
落下させる第２解除位置とに移動可能であり、そのロック解除リンク５２′を、非解除位
置から第２解除位置を経て第１解除位置に至るように構成し、ロック解除リンク５２′が
第２解除位置で第２ロックレバー５１によるロックを解除することにより可動体１３１が
第２位置から第１位置まで自由落下し、ロック解除リンク５２′が第１解除位置で第１ロ
ックレバー５０によるロックを解除することにより可動体１３１が第１位置から更に自由
落下するように構成しているため、一つの可動体１３１を二段階で落下させることができ
、インパクトの大きい自由落下式の可動体を採用しつつ、変化に富んだ演出が可能となる
。
【０１０７】
　図２９は本発明の第３の実施形態を例示し、第１の実施形態を一部変更して、一対の可
動装置４１ａ，４１ｂにおけるそれぞれの可動体に跨がるように可動演出体１３２を設け
た例を示している。
【０１０８】
　本実施形態では、左可動装置４１ａの第１可動体４８と右可動装置４１ｂの第１可動体
４８とに跨がるように、例えば細長状の可動演出体１３２を設けている。可動演出体１３
２は、その右端側が、右可動装置４１ｂ側の第１可動体４８における演出体支持部７１に
より、前後方向の軸１３３廻りに回転可能な状態で支持され、また左端側が、左可動装置
４１ａ側の第１可動体４８における演出体支持部７１により、前後方向の軸１３４廻りに
回転可能で且つ可動演出体１３２の長手方向に設けられた長孔１３５に沿ってスライド可
能な状態で支持されている。なお、それ以外の構成は第１の実施形態と同様であるとする
。
【０１０９】
　これにより、例えば左右一段階順次落下パターン、左右二段階順次落下パターン等の動
作パターンに従って、左右の第１可動体４８を異なるタイミングで順次落下させる場合、
例えば先に一方の第１可動体４８を落下させた段階では可動演出体１３２を例えば表示画
面２２ａの前側で斜めに傾いた状態となる。もちろん、左右の第１可動体４８を同時に落
下させる場合には、可動演出体１３２は略水平を保ったまま落下する。
【０１１０】
　このように、一対の可動装置４１ａ，４１ｂにおけるそれぞれの可動体４８に跨がるよ
うに可動演出体１３２を設けることで、各可動体４８を同時に落下させる場合と時間をず
らして落下させる場合とで可動演出体１３２の動作に変化を持たせることが可能となる。
【０１１１】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、第１
の実施形態では一方の可動装置に２つの可動体を設け、それらを異なるタイミングで順次
落下させることが可能に構成したが、３つ以上の可動体を設けてもよい。また、第２の実
施形態では、１つの可動体を二段階で落下させることが可能に構成したが、三段階以上で
落下させることが可能に構成してもよい。また、第１の実施形態と第２の実施形態とを組
み合わせることにより、複数の可動体をそれぞれ複数段階で落下させることが可能に構成
してもよい。
【０１１２】
　第１の実施形態のように一つの可動装置に複数の可動体を設ける場合、それらの可動体
を異なる昇降路上に配置してもよい。また、可動体と移動体とを異なる昇降路上に配置し
てもよい。
【０１１３】
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　可動体を押し上げるための可動体押し上げ用移動体と、ロック解除手段を移動させるた
めのロック解除用移動体とを別個に設けてもよい。この場合、複数の可動体のうちの最も
下側の可動体を駆動手段の駆動により上昇可能とすることにより、その可動体を可動体押
し上げ用移動体としてもよい。
【０１１４】
　実施形態では左右一対の可動装置を設けた例を示したが、可動装置は一つであってもよ
いし三つ以上設けてもよい。可動装置を複数設ける場合、それらに搭載する可動体の数は
それぞれ異なっていてもよい。
【０１１５】
　また本発明は、パチンコ機に限らず、アレンジボール機、雀球遊技機等の他の弾球遊技
機はもちろん、スロットマシン等の各種遊技機において同様に実施することが可能である
。
【符号の説明】
【０１１６】
　４８　　第１可動体（可動体）
　４９　　第２可動体（可動体）
　５０　　第１ロックレバー（第１ロック手段）
　５１　　第２ロックレバー（第１ロック手段）
　５２　　ロック解除リンク（ロック解除手段）
　５２′　ロック解除リンク（ロック解除手段）
　５３　　移動体
　５４　　駆動手段
　６５　　昇降路
１３１　　可動体

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】



(21) JP 6096066 B2 2017.3.15
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】 【図２９】
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